
 

桜井古墳公園草刈等管理業務委託 仕様書 

 

１ 業務名 桜井古墳公園草刈等管理業務委託 

 

２ 業務の場所 南相馬市原町区上渋佐字原畑地内外（文化財課） 

 

３ 業務の目的 

  桜井古墳公園の適切な維持管理を図るため、除草、植栽等の管理を行う。 

 

４ 業務の対象範囲  桜井古墳公園  Ａ＝２２，１７８㎡ 

（１号墳ゾーン、７号墳ゾーン、管理サービスゾーン） 

 

５  業務の内容 

年３回（概ね５～６月、7～8月、9～10 月）、下記業務を実施する。 

（１）樹木・植栽等の管理、剪定、施肥   

（２）除草 

（３）伐採した枝、除草した草等は適切に場外に運搬し、処分すること。 

 

 

６  契約期間 契約の日から令和 8年１１月３０日まで 

 

７ 提出書類 

・作業工程表 

・作業完了報告書（作業実施方法、内容、作業結果、作業写真等を含む） 

・その他必要書類 

・都度、作業報告書を提出すること。 

 

８ 協議 

疑義が生じた場合、又はこの業務仕様書に記載の無い事項については、市と協議のう

え決定することとする。 

 

９  その他 

南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に

基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。 

 



桜井古墳公園草刈等管理業務委託内訳明細

委託期間　契約の日～令和８年１１月３０日

事業費経費配分明細　

項目

世話役 円 40 人 ＝ 円

造園工 円 40 人 ＝ 円

普通作業員 円 40 人 ＝ 円

小計１ 円

機械費（草刈機） 円 40 台 ＝ 円

肥料（まるやま１号）20㎏ 円 1 袋 ＝ 円

科学肥料 20㎏ 円 10 袋 ＝ 円

ダンプトラック2ｔ 円 15 台 ＝ 円

小計２ 円

諸経費 円 1 式 ＝ 円

法定福利費 円 1 式 ＝ 円

小計３ 円

合計 円

再計 円

消費税 円 10 ％ ＝ 円

総計 円

単価 数量 金額





桜井古墳公園除草管理業務対象地

管理サービス

１号墳

７号墳


